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［商工会ホームページ掲載（代表例）］ 
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［行政広報誌掲載（代表例）］ 
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［商工会報誌掲載（代表例）］ 
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以下に、各商工会における利用促進について、詳細を記載する。 

 

 

【かごしま市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへの掲載 

②月4回発行され，商工会管内世帯に各戸配布されるフリーペーパー 

への広告掲載 

③鹿児島市が発行する『市民のひろば』への掲載 

 

【薩摩川内市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへの掲載 

②広報チラシを作成のうえ、新聞折込を実施 

③薩摩川内市行政広報誌への掲載 

 

【さつま町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施、ポスター掲出 

③行政広報紙へ掲載 

 

【鶴の町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに情報を掲載。 

②商工会報、行政紙広報に情報を掲載 

③広報用チラシの新聞折込を実施 

④管内飲食店を中心に周知チラシを提示 

 

【姶良市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①新聞折込、商工会ホームページに商品券情報を掲載 

②市報・商工会報にて情報を掲載 

 

【霧島市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①販売広報 商工会ホームページへの掲載 

      行政広報誌と併せた申込書の各戸配布 
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②販売及び取扱店掲載ポスターの新聞折込 

（取扱店一覧は最新のものは商工会商工会ホームページページへ掲載） 

 

【曽於市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③行政広報紙へ掲載、市民ＦＭ放送で告知 

 

【志布志市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③行政広報紙へ掲載 

 

【大崎町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページ上に掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③ポスターを掲載 

 

【垂水市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①事業概要を記載した購入申込書を、自治会を通じて市内全戸に配付 

②商工会ホームページに掲載、行政広報紙に掲載 

 

【かのや市商工会（東串良町商工会と合同で実施）】 

〔消費者への広報方法〕 

①周知ポスターの集客拠点施設等での掲示 

②広報かのや（鹿屋市広報）、かのや市商工会報に掲載。 

③チラシを南日本新聞朝刊へ折込 

④かのや市商工会ホームページへ掲載 

⑤食事券引換販売時に、引換所において加盟店舗を記載したチラシを配

布。併せて、加盟店チラシ申込締め切り後にお申込みのあった加盟店

については、かのや市商工会ホームページへの掲載、また追加加盟店

を掲載した案内用紙を作成し配布 

 

【肝付町商工会】 
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〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③ポスター掲示および行政広報紙へ掲載 

 

【錦江町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへ掲載 

②町広報誌へ掲載するとともに、自治会への使送便を活用 

 

【南大隅町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの新聞折込を実施 

③ポスター掲示および行政広報紙へ掲載 

 

【西之表市商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの全戸配布実施 

③ポスター掲示、行政広報紙へ掲載 

 

【中種子町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへ掲載 

②広報チラシの新聞折込、ポスター掲示 

③町ホームページへ掲載するとともに、行政広報紙へ記載 

 

【南種子町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②ポスター掲示、行政広報紙へ掲載 

 

【屋久島町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへ掲載するとともに、公式LINEで告知 

②広報チラシ新聞折込、町報へ掲載、ポスター掲出 
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【瀬戸内町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会のホームページ及びＳＮＳ上に掲載 

②行政誌に告知チラシを折込 

 

【喜界町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページに掲載 

②広報チラシの新聞折り込みを実施 

③行政誌『広報きかい』へ掲載 

 

【和泊町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会ホームページへの掲載 

②ＳＳＴＶ（地元ケーブルテレビ）での広報 

③商工会窓口での取扱店一覧の配布 

 

【知名町商工会】 

〔消費者への広報方法〕 

①商工会・役場のホームページへの掲載 

②知名町広報誌への掲載、ポスター掲示、 

③区長会へ依頼しての全世帯へ周知チラシの配布 
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（７）その他 

・新型コロナ感染拡大時の対応 

鹿児島県において新型コロナウイルス感染が拡大していた期間に

ついては、鹿児島県商工労働水産部商工政策課商業振興班と連携し

ながら対応を図った。具体的には、鹿児島県が飲食店等に営業時間

の短縮を要請した区域および期間について、県からの依頼に基づ

き、飲食店が自ら行うデリバリー・テイクアウト及び短縮要請した

営業時間内の店内飲食を除き、クーポンの利用を控える旨を利用者

に呼びかけるよう、実施主体の商工会を通じて連絡を行った。 

 

・不正防止対策 

実施主体である各商工会単位にて、各商工会が持つノウハウを活

かし不正防止対策を実施した。 

各商工会では、管内事業者の実態を把握しやすいという利点を活

かし、加盟店募集時の店舗登録の際に、加盟店要件および実態を確

認した。また、飲食店からの換金申請受理時には、自己取引でない

ことを確認すると同時に、食事券裏面に署名押印等の無効処理がな

されていることを確認した。なお、自己取引を発見した際には、自

己換金していた部分にかかる給付金を正規の換金額から相殺する形

で給付金を返還させ加盟店登録を取り消す対応を行う予定だった。 

消費者による買占め・転売等を防止するために、消費者への広報

時に限度額や転売不可の旨を明記した。 

実施体内部における不正を防止するため、経理に関しては、県下

商工会で用いている共通の経理システム等で処理するとともに、商

工会事務執行手順に則った処理および決裁を経て実施した。 

 

・未換金のうちの余剰金の使途について 

事業を通じて、以下の未換金分及び剰余金が生じた。 

食事券の未換金額(額面金額)  未換金 うち剰余金 

１期券 3,781,000円 3,024,800円 

２期券（追加発行） 1,042,000円 868,334円 

合  計 4,823,000円 3,893,134円 

余剰金3,893,134円の使途については県と協議し、各商工会単位

において、事業者支援施策や消費喚起策の遂行に係る財源として活

用し、地域住民等の理解が得られるよう適切な取扱いを図る。 
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（８）所感 

県内商工会とともに行ったGo To Eat食事券発行事業を通じ、コロナ

禍で困窮する事業者の事業継続に資することができた。鹿児島県商工

会連合会実施分は販売総額6億5千万円分と多くはないが、商工会地区

（地方部）の使用に限定したことで、都市部への消費の域外流出を抑

え、域内で確実に消費を誘引したことは大きい。 

一方で、市町村独自のプレミアム券に比べプレミアム率が低く消費

者にとって魅力が低減したことや、市町村財源を活用した場合と比較

し各種手続きが煩雑であった感は否めない。特に後者は、度重なる期

間延長に対する対応もあり、かなりの事務負担となった。国庫から実

施体への直接支給ではなく、交付税化により機動的に措置するといっ

た方法もあったのではないかと思われた。 

いずれにせよ、Go to eat」キャンペーンを通じ事業者にとって恩恵

がもたらされたことは間違いなく、効果のあった施策であったと捉え

ている。 

 

 
  




